
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和７年１１月２５日（火）   ８：２２～８：２９ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口  洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原  稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本   尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤   啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ４件 

○国会提出案件     ４件 

○政令         ３件 

○議員提出法律案関係    １件 

○人事         ４件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、尾﨑副長官から御説明申し上げます。 

○尾﨑内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「女性の職業生活

における活躍の推進に関する基本方針」の変更について、御決定をお願いいたしま

す。本件につきましては、後程、黄川田大臣から御発言があります。 
次に、「内閣制度創始１４０周年記念行事の実施」について、御了解をお願いいた

します。本件につきましては、後程、内閣官房長官から御発言があります。 
次に、信・解任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件

は、「コロンビア国」及び「ブラジル国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交付すべ

き信任状及び解任状であります。 
次に、質問主意書に対する答弁書４件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。 
次に、政令３件について、御決定をお願いいたします。まず、「独立行政法人男女

共同参画機構法の施行に伴う関係整備等政令」は、同機構の設立等に伴い、関係政

令の規定の整備等を行うものであります。 
次に、「地方自治法の一部改正法の一部の施行期日令」は、同改正法の一部の施行

期日を令和８年９月２４日とするものであります。 
次に、「感染症法等の一部改正法の一部の施行期日令」は、同改正法の一部の施行

期日を令和８年６月１日とするものであります。 
次に、人事案件について、申し上げます。まず、食品安全委員会委員等１０機関

２６名の任命につき、両議院の同意を求めることについて、御決定をお願いいたし

ます。 
次に、外務省及び日本ユネスコ国内委員会委員人事といたしまして、お手元に配

布しております資料のとおり承認することについて、御決定をお願いいたします。

その主な内容は、事業創造大学院大学客員教授伊藤聡子外１６名を日本ユネスコ国

内委員会委員に任命するものであります。 
次に、裁判官人事といたしまして、判事兼簡易裁判所判事に任命するもの外２件

について、御決定をお願いいたします。 
次に、宇井理生外１１２名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
次に、件名外案件について、申し上げます。「円借款の供与に関する書簡」をパラ

グアイとの間で交換することについて、御決定をお願いいたします。本件は、「南西

部における統合社会経済開発回廊整備計画」に約３６４億円を限度とする円借款を

供与することについて、取り極めるものであります。なお、相手国政府との書簡交

換まで不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 
次に、準備のための案件といたしまして、議員提出法律案に対する国会法に基づ

く内閣の意見要旨について、あらかじめ御決定をお願いいたします。本件は、内閣

意見を求められることを条件に決定するもので、それまでの間、不公表扱いとなり

ますので、御了承をお願いいたします。近く衆議院文部科学委員会において採決予
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定の「愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する

特別措置法案」は、これらの大会の円滑な準備・運営に必要な特別措置を定めるも

のであり、これに対する内閣の意見要旨は、「政府としては、特に異議はない。」と

いうものであります。

○木原国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、黄川田大臣。

○黄川田国務大臣：「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針」は、女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定に基づき、女性の職業生活にお

ける活躍推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するために定めるものとな

ります。本年６月の法改正により、女性の活躍推進は、女性の健康上の特性に配慮

して行われるべき旨が明確化されたことなどを踏まえ、本基本方針を変更いたしま

す。女性の活躍推進に当たっては、国は率先垂範する立場とされております。各閣

僚の皆様におかれましては、特定事業主行動計画における目標の設定や情報の公表

等、積極的な取組の実施をお願いいたします。

○木原国務大臣：次に、私から２件申し上げます。まず、内閣制度創始１４０周年記

念行事について、申し上げます。我が国の内閣制度は、明治１８年の制度創始以来、

本年１２月２２日をもって、１４０周年を迎えることとなります。このため、ただ

いま御了解いただきましたとおり、過去の内閣制度の節目の年と同様、これを記念

した式典を総理大臣官邸において、衆・参両院議長、最高裁判所長官等の参列を得

て挙行し、引き続いて、祝賀会を総理大臣公邸において開催いたします。閣僚各位

には、１２月２２日の式典並びに祝賀会に参列いただくこととなりますので、よろ

しくお願いいたします。

次に、１１月２１日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を

踏まえ、令和７年度補正予算編成について申し上げます。１１月２８日に令和７年

度補正予算の概算閣議を予定しておりますので、各閣僚におかれましては、改めて

御理解と御協力をお願いいたします。

○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。

なお、海外出張された環境大臣の帰朝報告は、お手元の資料のとおりです。

御発言はございますか。

  無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和７年 

11月 25日 

◎ 一 般案 件

   ○ 女性の 職 業生 活 にお け る活 躍 の推 進 に関 す る基 本

方 針 の 変 更につ い て（ 決 定）   （ 内 閣府 本 府）

〃 ○ 内 閣制度 創 始１ ４ ０周 年 記念 行 事の 実 施に つ いて

（ 了 解）             （ 内閣 官 房）

 ☆ コ ロンビ ア 国駐 箚 特命 全 権大 使 清水  享外 １ 名に

交 付 す べ き信任 状 及び 前 任特 命 全権 大 使髙 杉 優 弘

外 １ 名 の 解任状 に つき 認 証を 仰 ぐこ と につ い て

（ 決 定 ）              （ 外 務省 ）

◎ 国 会 提出 案件

1. 衆 議院 議 員斉 藤 鉄夫 （ 公明 ） 提出 存 立危 機 事

態 に 関す る質問 に 対す る 答弁 書 につ い て

（ 決 定）           （内 閣 官房 ）

 ○ 1. 衆議院 議 員藤 原 規眞 （ 立憲 ） 提出 仮 装身 分 捜

査 の 検挙 実績等 に 関す る 質問 に 対す る 答弁 書

に つ いて （決定 ）        （ 警 察庁 ）

1. 衆議院 議 員斉 藤 鉄夫 （ 公明 ） 提出 非 核三 原 則

に 関 する 質問に 対 する 答 弁書 に つい て

（ 決 定）            （ 外 務省 ）

1. 衆 議院 議員松 尾 明弘 （ 立憲 ） 提出 「 責任 あ る

積 極 財 政 」に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ

い て （ 決 定）          （ 財 務省 ）

◎ 政 令 

○ 独 立 行政法 人 男女 共 同参 画 機構 法 の施 行 に伴 う 関

係 政 令 の整備 及 び経 過 措置 に 関す る 政令 （ 決定 ）

  （内 閣 府本 府 ・財 務 ・文 部 科学 省 ）

〃 ○ 地方 自治 法 の一 部 を改 正 する 法 律の 一 部の 施 行期

日 を 定 め る政令 （ 決定 ）       （総 務 省）

〃 ○ 感染 症の 予 防及 び 感染 症 の患 者 に対 す る医 療 に関

す る 法 律 等の一 部 を改 正 する 法 律の 一 部の 施 行 期

日 を 定 め る政令 （ 決定 ）     （ 厚 生労 働 省）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
あ り
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◎ 人  事   

○ 食 品 安全委 員 会委 員 等の 任 命に つ き、 両 議院 の 同

意 を 求 めるこ と につ い て（ 決 定） 

〃  ○ 各府 省幹 部 職員 等 の任 免 につ き 、内 閣 の承 認 を得

る こ と に ついて （ 決定 ） 

 ☆ 南  宏 幸外 ４ 名を 判 事兼 簡 易裁 判 所判 事 等に 任 命

し 、 判 事 兼簡易 裁 判所 判 事大 村 麻衣 外 １名 を 願 に

依 り 免 ず ること に つい て （決 定 ） 

☆ 東 京 大学名 誉 教授 宇 井理 生 外１ １ ２名 の 叙位 又 は

叙 勲 に ついて （ 決定 ）  
 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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                 令和７年 

11月 25日 

 

◎ 一 般案 件 

 ○ 円 借款の 供 与に 関 する 日 本国 政 府と パ ラグ ア イ共

和 国 政 府 との間 の 書簡 の 交換 に つい て （決 定 ）  
（ 外 務 省 ）  

 
 
〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

（ 火 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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令和７年 

11月 25日 

 

◎ 議 員提 出法律 案 関係 

   ○ 衆 議院 文 部科 学 委員 会 にお い て提 出 予定 の 愛知 ・

名 古 屋ア ジア 競 技大 会 及び 愛 知・ 名 古屋 ア ジア パ

ラ 競 技大 会に 関 する 特 別措 置 法案 に 対す る 国会 法

第 ５ ７条 の３ に 基づ く 内閣 の 意見 要 旨に つ いて  
（ 決 定）      （ 文 部科 学 ・総 務 ・財 務 省）  

 
 
〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕  

 

（ 火 ）  準 備 の た め 

資 料  
あ り  
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